
 

 

⇒ 委員名簿を表紙の裏面に移動させました。 

⇒ ・「はじめに」の頁、「検討を進めてきた」は「検討を行ってきた」 

  ・８頁、「積極的は議論を行い」は「積極的な議論を行い」 

  ・12頁、「緊急度等に応じた出場体制の見直した試行運用」は、「緊急度等に応じ出場体制を見直し

た試行運用」 

  にそれぞれ修正しました。 

 

 

別添「ケガの予防対策」冊子についての御意見とその対応 

◆【Ｐ１「データの図」】 

・Ｐ１の上の表は「歳」の表示がないと良く分からない。また、縦書きは見にくい。 

⇒ グラフは10歳単位として表示しました。また、それに伴うグラフから見た傾向を修正しました。 

 

◆【Ｐ２～３「どこでどんな事故？」】 

・２ページ目，３ページ目のところ、どこでどんな事故というのは、左のページが家

の中の出来事、右側が外だということであれば、それをなにか大きな見出しで出す

と、少しはっきりするのではないか。 

・３ページ右端のインデックスを４ページ以降にも載せ、該当する項目を色分けするなどしては

どうか。 

・Ｐ２～３は数字がたくさんふってあるから分かりづらい。 

⇒ 「家の中で」や「外で」などの見出しを加えました。また、イラスト上の数字を削除しました。 

  インデックスは４ページ以降も表示させ、該当頁を濃く、それ以外を薄くしました。 

  また、各ページに記載していた「119番通報へ」を本頁下段に表示させることとしました。 

 

◆【Ｐ４以降「主な事故」】 

・高齢者の方に少し分かりやすいような表現の仕方ができないか。 

・平易な言葉にすることが一番 

・大腿骨骨折とかもっと医学用語ではない形にしたほうが、一般向けにはいい。 

・読んでもらう年齢をどこに設定するかだが、漢字のルビを検討してはどうか。 

⇒ 表現を平易にしました。また、一部ひらがな表記にしました。 

・主な事故のところ、字ばっかり見えちゃう。詳しすぎるような気がする 

⇒ 実例を一部削除し、整理しました。 

 

◆【Ｐ４以降「レイアウト」】 

・この中で一番大切なのは、２の怪我の予防対策のところ。 

【第 14 次報告案】についての修正点 



・予防対策といったところは、もうちょっと、前面に上がってよい。 

・「２事故予防対策」を「３危険予知トレーニング」の後に入れてはどうか。 

⇒ 全体のレイアウトを変更し、予防対策を見開き右側下段に配置しました。また、予防対策の

文字サイズを他より大きくしました。 

・回答例。もうちょっと分かりやすくするか、説明を入れる 

⇒ 回答例のイラストを一部変更し、それぞれ説明を加えました。 

・１１９の通報を書くなら小さく。 

⇒ 「119番通報へ」は各頁から削除し、Ｐ２Ｐ３下段に配置しました。 

 

◆【Ｐ４以降「予防対策」部分】 

・この子の目線に何が見えるでしょうかとか、そんなひとことを加えれば分かるんじゃないか 

・Ｐ６「子どもの行動には注意しましょう」、Ｐ８「周りに注意して行動するように心がけまし

ょう」は、漠然としている。「常に危険と隣合わせという気持ちを持ちましょう」とか。 

⇒ 表現を一部修正しました。 
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はじめに 

 

平成４年６月に設置され、「横浜市救命指導医制度の創設」、「横浜市救急条例の制定」、

「ディスパッチシステムの構築」や「救急隊による観察基準等の策定」など、数々の提言

を施策化してきた本委員会は、本市における救急業務の円滑な推進と今後の発展のために

検討･審議し、市の施策に多く関与する重要な委員会であることから、平成 24年４月から

市の附属機関として位置づけられた。 

 

今期は、本市救急出場の実態を踏まえ、怪我の予防について検討するとともに、国にお

いて検討されている家庭内での緊急度判定について、本市においても検討を行ってきた。 

 

本報告書には、それらの２年間に渡る活発な議論の経過が記され、その検討結果が取り

まとめられている。 

 

本報告書をまとめるにあたり、委員の皆様方の御尽力に深く感謝申し上げるとともに、

本報告書が、今後の救急体制の更なる発展に寄与することを期待する。 

 

平成○年○月 

横浜市救急業務検討委員会 
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第１章 検討事項等 

第１ 検討事項 

   怪我の予防と家庭における緊急度等の判断 

   救急需要については、これまで 119番通報以降の対策を検討し、横浜型救急シス

テムを構築した。救急搬送については、限られた救急隊数で対応していかなければ

ならず、今後も増加傾向にある状況を踏まえ、まず、救急需要を防ぐ取組として、

怪我予防について検討することとし、震災時等における被害の軽減（減災）にも繋

げるものとする。 

また、緊急性の高い傷病者をより早くより適切な医療機関に搬送する仕組みを構

築する必要があるため、現在、国において検討されている家庭内での緊急度判定に

ついて、本市においても検討を実施する。この取組によって、緊急性の高い傷病者

で救急車の要請を躊躇している人を早期に発見し、迅速な対応を図ることが可能と

なる。 

 

第２ 検討の背景 

 (1) 救急需要の増加 

 (2) 高齢者搬送の割合の増加 

 (3) 救急隊による現場滞在時間の延伸 

 (4) 搬送人員全体の 50％を超える割合が軽症者。ただし、軽症者の割合が減少、中等症

の割合が増加の傾向 

 (5) 東日本大震災を契機に取り組むべき対策の検討 
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救急出場件数・搬送人員と救急隊数の推移
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第３ 横浜市の概況と救急搬送の現状 

横浜市 ＜平成 23年中の救急概要＞ 

 

 

 

○ 最も多かった平成 17年を上回り、過去最多の出場件数となった。また、前年比 5.3％

の増加となった。 

○ 救急隊数は、平成 17年以降  62隊で対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 現場到着から搬送開始までの時間（現場滞在時間）は延伸傾向が続き、10年間で 6.5

分伸びている。 

 

 

 

 

 

 

救急出場件数は過去最多を記録 

・ 救急出場件数は 167,075 件で、最も多かった平成 17 年を 4,539 件上回り、過去最多となり、

前年比では 8,444件（5.3％）の増加となった。搬送人員では、65歳以上の高齢者が前年比 4,686

人（6.9％）の大幅な増加となった。 

◆平均救急活動時間の推移
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○ 傷病程度別では、中等症（生命の危険はないものの入院を要するもの）の割合が増

加傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 救急搬送人員では、65歳以上の高齢者が前年比 4,686人の大幅な増加となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 65歳以上の高齢者の傷病程度は、中等症以上の割合が 

軽症の割合を上回っている。 
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73,054 49.9% 68,368 48.5% 4,686 6.9%
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○ 事故種別の一般負傷は、出場件数が前年比 9.1％、搬送人員が前年比 7.7％の大幅な

増加となった。 

 

 

 

 

○ 一般負傷の搬送人員では、９歳以下と 60歳以上の割合が高く、前年比との増加率も

高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 救急出場したが、結果として病院搬送に至らなかった事案（不取扱い）は 21,526

件と多く、前年比 2,630件の増加となった。 

○ 症状等発症後、しばらく様子をみてから救急要請された事案もあった。 

件 数
構 成 比 率
（ ％ ）

件 数
構 成 比 率
（ ％ ）

167,075 100.0% 158,631 100.0% 8,444 5.3%

110,218 66.0% 104,553 65.9% 5,665 5.4%

27,700 16.6% 25,386 16.0% 2,314 9.1%

13,729 8.2% 13,773 8.7% △ 44 -0.3%

8,778 5.3% 8,405 5.3% 373 4.4%

6,650 4.0% 6,514 4.1% 136 2.1%

平成23年
増 △ 減

急 病

一 般 負 傷

交 通 事 故

区　分＼年　別

出場件数

そ の 他

増 減 比
平成22年

転 院 搬 送

年
齢
区
分

合計 146,533 100.0% 95,480 100.0% 24,800 100.0% 12,840 100.0% 8,701 100.0% 1,224 100.0% 3488 100.0%

０歳～４ 7,607 5.2% 4,478 4.7% 2,220 9.0% 251 2.0% 649 7.5% 0 0.0% 9 0.3%

５～９歳 2,888 2.0% 1,213 1.3% 859 3.5% 629 4.9% 143 1.6% 0 0.0% 44 1.3%

１０～１４歳 2,141 1.5% 830 0.9% 464 1.9% 478 3.7% 76 0.9% 14 1.1% 279 8.0%

１５～１９歳 3,446 2.4% 1,502 1.6% 390 1.6% 1,031 8.0% 97 1.1% 64 5.2% 362 10.4%

２０～２４歳 5,510 3.8% 3,077 3.2% 493 2.0% 1,320 10.3% 152 1.7% 125 10.2% 343 9.8%

２５～２９歳 5,436 3.7% 3,235 3.4% 504 2.0% 1,068 8.3% 205 2.4% 146 11.9% 278 8.0%

３０～３４歳 5,594 3.8% 3,373 3.5% 553 2.2% 953 7.4% 323 3.7% 139 11.4% 253 7.3%

３５～３９歳 6,465 4.4% 3,851 4.0% 691 2.8% 1,157 9.0% 308 3.5% 158 12.9% 300 8.6%

４０～４４歳 6,690 4.6% 4,008 4.2% 799 3.2% 1,112 8.7% 284 3.3% 154 12.6% 333 9.5%

４５～４９歳 5,956 4.1% 3,637 3.8% 770 3.1% 919 7.2% 275 3.2% 96 7.8% 259 7.4%

５０～５４歳 5,550 3.8% 3,562 3.7% 731 2.9% 710 5.5% 264 3.0% 61 5.0% 222 6.4%

５５～５９歳 6,546 4.5% 4,281 4.5% 946 3.8% 668 5.2% 403 4.6% 56 4.6% 192 5.5%

６０～６４歳 9,650 6.6% 6,599 6.9% 1,405 5.7% 787 6.1% 568 6.5% 66 5.4% 225 6.5%

６５～６９歳 9,784 6.7% 6,793 7.1% 1,549 6.2% 604 4.7% 651 7.5% 36 2.9% 151 4.3%

７０～７４歳 12,139 8.3% 8,552 9.0% 2,086 8.4% 497 3.9% 854 9.8% 32 2.6% 118 3.4%

７５～７９歳 15,151 10.3% 10,834 11.3% 2,772 11.2% 327 2.5% 1,117 12.8% 40 3.3% 61 1.7%

８０～８４歳 15,320 10.5% 10,920 11.4% 3,078 12.4% 214 1.7% 1,044 12.0% 23 1.9% 41 1.2%

８５～８９歳 11,788 8.0% 8,381 8.8% 2,529 10.2% 88 0.7% 772 8.9% 5 0.4% 13 0.4%

９０～９４歳 6,421 4.4% 4,578 4.8% 1,424 5.7% 24 0.2% 383 4.4% 7 0.6% 5 0.1%

９５～９９歳 2,088 1.4% 1,502 1.6% 464 1.9% 2 0.0% 118 1.4% 2 0.2% 0 0.0%

１００歳以上 363 0.2% 274 0.3% 73 0.3% 1 0.0% 15 0.2% 0 0.0% 0 0.0%
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第４ 現状の分析等 

（１） 怪我の予防関連 

平成 23年中の一般負傷における救急搬送人員については、１歳から３歳までの

年齢が多く、また 60歳以上の年齢でも多く救急搬送されている。さらに人口 100

人あたりの救急搬送人員を見ると、５歳以下と 64歳以上が高くなっており、特に

70歳を超えたあたりから急激に高くなっている。過去５年間の平均で見ても同様

の傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故種別ごとに受傷機転の構成を見ると、全ての年齢層において、「転倒」と「転

落」が高い割合を占めており、55歳以上では「転倒」が 70％を超えている。 

    また、「転倒」と「転落」以外の事故を 100％とした場合には、０歳から４歳で

は「ぶつかる」のほか、「ものがつまる」と「やけど」が高い割合となっている。

５歳から 19歳くらいまでは「ぶつかる」事故がほかの年齢層に比べて高い割合と

なっている。20 歳から 65 歳くらいまでは「切る・刺さる」と「はさまれる」が

多いことがわかる。65 歳以上の高齢者では、「ものがつまる」と「おぼれる」が

年齢別救急搬送人員および人口100人あたりの救急搬送人員
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多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般負傷における「転倒・転落」の発生場所では、住宅（高層住宅を含む）の

割合が高くなっている。住宅内では、各年代とも居室（居間、応接室、寝室など）
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っている。公衆の出入りする場所では、店舗、娯楽施設等での発生割合が高くな

っている。公衆の出入りする場所における各年代での発生場所については、新生・

乳幼児が店舗、娯楽施設等、少年が学校等、成人が駅（地下鉄を含む）、高齢者で

は、店舗、娯楽施設等と福祉施設（老人ホーム含む）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）緊急度等の判断関連 
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表１：一般負傷「転倒・転落」発生場所 

要請場所 細分類

合計 987 100.0% 151 100.0% 1,388 100.0% 6,495 100.0% 9,021 100.0%

居室（居間，応接室，寝室など） 634 64.2% 77 51.0% 634 45.7% 3,980 61.3% 5,325 59.0%

廊下（玄関などの通路を含む） 64 6.5% 9 6.0% 152 11.0% 885 13.6% 1,110 12.3%

階段（踊場を含む） 142 14.4% 23 15.2% 316 22.8% 556 8.6% 1,037 11.5%

便所 0 0.0% 2 1.3% 15 1.1% 108 1.7% 125 1.4%

浴室（シャワー室，洗面所を含む） 39 4.0% 2 1.3% 52 3.7% 152 2.3% 245 2.7%

台所（食堂を含む） 18 1.8% 5 3.3% 34 2.4% 173 2.7% 230 2.5%

屋根（屋上，物干し台，ベランダ，バルコニー等含む） 18 1.8% 4 2.6% 30 2.2% 61 0.9% 113 1.3%

庭（テラス等含む） 51 5.2% 15 9.9% 107 7.7% 471 7.3% 644 7.1%

その他（物置，地下室，車庫等） 21 2.1% 14 9.3% 47 3.4% 108 1.7% 190 2.1%

高層住宅・エレベータ 0 0.0% - - 1 0.1% 1 0.0% 2 0.0%

合計 418 100.0% 255 100.0% 1,351 100.0% 2,276 100.0% 4,300 100.0%

店舗、娯楽施設等 197 47.1% 26 10.2% 503 37.2% 588 25.8% 1,314 30.6%

旅館，ホテル（宿泊所，バンガロー等含む） 14 3.3% 2 0.8% 67 5.0% 82 3.6% 165 3.8%

病院等 4 1.0% 3 1.2% 15 1.1% 28 1.2% 50 1.2%

福祉施設(老人ホーム含む) 1 0.2% 1 0.4% 43 3.2% 947 41.6% 992 23.1%

学校等 67 16.0% 127 49.8% 37 2.7% 18 0.8% 249 5.8%

図書館（博物館，美術館，記念館，画廊等） 1 0.2% 3 1.2% 1 0.1% 3 0.1% 8 0.2%

公衆浴場等 14 3.3% 0 0.0% 34 2.5% 28 1.2% 76 1.8%

駅（地下鉄含む） 12 2.9% 12 4.7% 487 36.0% 354 15.6% 865 20.1%

空港（滑走路，誘導路，ヘリポート（整備工場，格納庫除く）） 0 0.0% - - - - 1 0.0% 1 0.0%

寺・神社・教会（斎場，墓地，境内等含む） 6 1.4% 3 1.2% 7 0.5% 38 1.7% 54 1.3%

スタジオ（構内含む） 2 0.5% - - 1 0.1% - - 3 0.1%

駐車場・車庫（一般住宅，高層住宅の駐車場，車庫を除く） 12 2.9% 5 2.0% 27 2.0% 52 2.3% 96 2.2%

地下街（店舗，及びそれに付随するもの） 1 0.2% - - 13 1.0% 16 0.7% 30 0.7%

運動場・競技場（学校のグランドを除く各種の練習場，道場等） 7 1.7% 11 4.3% 29 2.1% 11 0.5% 58 1.3%

水泳場・プール（付属設備等含む） 7 1.7% 3 1.2% 5 0.4% 5 0.2% 20 0.5%

官公庁（領事館，銀行等） 8 1.9% 3 1.2% 37 2.7% 50 2.2% 98 2.3%

その他の公共の場所（動物園，遊園地，キャンプ場等） 65 15.6% 56 22.0% 45 3.3% 55 2.4% 221 5.1%

合計

住宅　（高層住宅含む）　9,021人

公衆出入りの場所　4,300人

仕事場　159人

新生児・乳幼児
（０歳以上
　７歳未満）

少年
（７歳以上
　18歳未満）

成人
（18歳以上
　65歳未満）

高齢者
（65歳以上）

道路　3,877人

その他　441人

合計　17,798人

123 82 1,047 2,625 3,877

1

17,798
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図５：住宅での年代別発生場所 

図６：公衆出入り場所での年代別発生場所 
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・国の動向 

 総務省消防庁では、増大する救急需要に対し、限られた救急医療資源を有効活用し、

緊急性の高い傷病者を優先して搬送することにより、救命率の向上を図ることを目的と

して、家庭、電話相談、119 番通報、救急現場など各段階における緊急度判定プロトコ

ルについて検討するために、「社会全体で共有する緊急度判定（トリアージ）体系のあり

方検討会」及び「緊急度判定体系プロトコル作成ワーキンググループ」を設置した。ワ

ーキンググループでは、段階ごとにプロトコル作成班を設け、それぞれのプロトコルの

作成を行い、平成 23 年度の成果物として、プロトコルＶｅｒ．０を完成させた。平成

24年度、緊急度判定プロトコル（Ｖｅｒ．０）の試行的運用とその検証を行うため、特

定の地域で実証検証を行った。 

 本市においては、既に 119番通報時における緊急度重症度識別及び救急隊による現場

でのトリアージを実施しているため、それぞれのデータについて消防庁へ提供するとい

ったことでの参加とした。 

■ 「緊急度判定体系実証検証事業」の実施地域の決定（総務省報道資料）・・別添 

 

第５ 検討の経過 

 本市の人口と世帯数、また、65歳以上の人口割合や救急医療体系などを踏まえて、救

急搬送の現状に対する対策としての今期検討事項について、積極的な議論を行い、平成

23 年３月の中間報告をまとめた。平成 24 年度は、中間報告を踏まえた取組について検

討を行った。検討にあたって、 

(1) 広報・啓発 

(2) 関係機関等との連携・強化 

(3) 国の動向を注視、セーフティネットの充実 
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をキーワードとして検討した。 

 

 

 事故実例を提示した市民に分かりやすい広報用資料等の作成 

 福祉部門における関係機関等との連携強化 

 関係機関及び関係団体等と密接な連携による、あらゆる機会を通じた啓発活動 

 国において実施する各段階における緊急度判定（実証検証）の結果を注視 

 セーフティネットとしての電話相談サービスの充実について、積極的に推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 中間報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添 

＜検討の方向性について＞（中間報告から抜粋） 
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第２章 提言 

今期委員会での検討の経過を踏まえ、今後、円滑な救急業務を推進していくために、

以下のことについて提言するものとする。 

◆ 怪我の予防について 

  限られた医療資源の中で、その利用が適切に行なわれなければ、救急体制は崩壊して

いく。公正公平な救急業務を行うための取組として、消防機関では、これまで市民への

広報の実施や、119 番通報後の救急体制を構築するなど、その対応を図ってきたが、平

成 23年は過去最多の救急出場件数となり、今年度も増加傾向にある。今後も救急需要の

さらなる増加が予想されることから、119 番通報前の取組として、救急事故予防に関す

る知識を普及啓発することもひとつの対策としたい。救急搬送の実態としては、高齢者

の割合が増加傾向にあるものの、救急事故予防については、全ての年齢層の共通の課題

であり、震災以降、その関心は高まっているものと考えられ、怪我の予防に力を入れて

いくことは重要な施策である。 

このことから、今期の本委員会で活発な議論、検討を経て策定された怪我予防に関す

る広報用資料については、これまでも実施してきた広報活動をさらに強化し、普及促進

させるものにする必要がある。広報活動を強化することが市民にとって安心安全に暮ら

すことができる社会の実現に繋がることを強く認識し、消防局で実施する防災指導等で

の広報はもちろんのこと、健康福祉局等の関係区局、さらには福祉部門の関係機関、子

育て支援関係団体、報道関係機関等との連携を強固にして、様々な媒体を活用し、あら

ゆる機会を通じて、これらの取組を推進していくべきであると提言する。 

 ■ 怪我の予防対策用広報資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添 

◆ 家庭における緊急度等の判断について 

  これまで実施してきた各種広報によって、多くの市民は救急車の適正な利用について、



 

 11 

その趣旨を理解していると思われるが、市民個人が救急車利用に際しての緊急性を判断

することには限界がある。現在、国において検討している各段階における緊急度判定体

系については、家庭における緊急度の判断についても含まれていることから、その結果

を踏まえ、本市において、既に実施している 119番通報時における緊急度重症度識別及

び救急隊による現場でのトリアージの検証はもとより、家庭における緊急度等の判断に

ついての導入に向けた検討を実施すべきであると考える。 

なお、その導入に際しては、市民に対して安全と安心を提供する仕組み（セーフティ

ネット）の構築が前提となることから、現在、消防局及び健康福祉局で実施している電

話相談サービスについて、他都市の取組を参考にしつつ、本市のおける当該体制の拡充

に向けて、関係局等と連携を図り、積極的に検討し、救急医療資源を有効に活用した体

制づくりの取組を推進すべきであると提言する。 

 

◆ その他（救急需要対策） 

  今後も増加傾向にあると予想される救急需要に対して、円滑な救急体制を推進してい

くためにも、救急搬送の現状についてのさらなる分析・調査が重要であり、今期検討事

項のほか、さらなる対策を検討していくことが必要である。これについては、救急業務

の現状として、現場活動時間の延伸が課題となっていることから、現場到着から医療機

関に搬送を開始するまでの間のデータ収集は重要であり、また、各年代の救急搬送の実

態把握、さらには搬送困難事案の要因についての調査など、様々な視点から検討してい

く必要がある。 

今後は、本市救急業務における諸課題の解決に向けた積極的な検討と併せて、さらに

詳細に定性的・定量的な分析を実施するべきであると提言する。 
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第３章 その他 

   横浜型救急システムの充実 

 本市においては、１１９番通報時での緊急度・重症度識別（コールトリアージ）を行い、

傷病者の状態に応じて救急隊や消防隊、救命活動隊を弾力的に運用する「横浜型救急シス

テム」を平成 20年 10月１日から運用している。運用開始から約２年間の運用では、緊急

度等が高い事案に対する現場到着が全体平均よりも早いことや救急隊が出場している地域

での救急要請について、救命活動隊による一定の対応ができたなどの効果をあげている。 

 一方で、行政区ごとに最先着隊の平均現場到着時間に差が出ていることや救急隊と救命

活動隊が同時に出場するケースが多く、救命活動隊の効果が十分得られていないこととい

った課題が明らかになった。これに対し、消防局では、 

・ 救命活動隊の配置換え 

・ 緊急度等に応じ出場体制を見直した試行運用 

 を実施し、これにより 

・ 救急隊が出場している地域での救急要請について、救命活動隊による対応事案の増加 

・ 救命活動隊の出場対象の見直しによるより効率的な運用 

など、一定の効果をあげている。 

 

 これを踏まえ、横浜市メディカルコントロール協議会の協力を得て検証、分析を継続し

て実施するとともに、増加が続く救急需要への的確な対応に向け、新たな運用へ早期に移

行すべきである。 
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◎ 過去の提言と事業実績 

  
               提    言    事    項      事 業 化 等 

１  救急救命士・高規格救急車の早期増強  平成３年度から  第１次報告 

（平成４年12月） ２  救命指導医制度の創設  平成５年８月１日 

１  応急手当の普及啓発の推進  平成６年８月規程制定 

 平成６年９月講習開始 

 

 第２次報告 

（平成５年12月） ２  気道確保器具として「ラリンゲアルマスク」に加えて、「

食道閉鎖式エアウェイ 」の導入 

 平成８年５月導入 

１  資格取得後３年を経過した救急救命士に対して、病院実習

等を行える制度の創設 

 平成７年10月から再教育 

 研修を実施 

 

 第３次報告 

（平成６年12月） ２  心疾患患者の早期把握のための心電図伝送の導入  平成８年３月から７隊に 

導入 

１  救命指導医制度の全日運用（24時間体制)の早期実施  平成10年４月１日から 

全日運用に移行 

２  応急手当普及啓発事業の効率的な事業展開のため、実施体

制の検討 

 平成10年５月１日から 

外部委託 

 

 第４次報告 

（平成７年12月） 

３  心電図伝送の早期充実  平成８年度に６隊、 

計13隊に導入 

１  再教育研修の体制充実  平成10年度から研修医療 

 施設を４施設から８施設 

 に拡充 

２  救命指導医制度の全日運用（24時間体制)の早期実現  平成10年４月１日から 

 全日運用に移行 

 

 

 

 第５次報告 

（平成８年12月） 

３  心電図伝送の早期配置  平成９年度に６隊、 

計19隊に導入 

１  救急救命士に対する各種研修制度の充実 

 新たな視点からの教育体制づくり 

 平成10年度から研修医療 

 施設を４施設から８施設 

 に拡充 

２  救命指導医制度の全日運用（24時間体制)早期実現  平成10年４月１日から 

 全日運用に移行 

 

 

 第６次報告 

（平成10年３月） 

３  心電図伝送の効果的な配置に向けてのデータの分析・検討  分科会２回開催 

１  救急救命士の就業前教育における「病院実習時間の拡充」  平成11年度から病院実習 

 を４当直から７当直（168 

 時間）に拡充 

 

 第７次報告 

（平成10年12月） 

２  心電図伝送の未導入救急隊への速やかな配置  救急車の更新時に導入 
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               提    言    事    項      事 業 化 等 

１  緊急度の高い傷病者への対応が遅延しない救急利用法の啓発 

 救急の有料化についての研究 

 効果的な啓発方法と，有

料化について引き続き研

究 

 

２ 

 

 救急出場体制の一層の科学化、能率化と口頭指導体制の充実 

 出場体制のあり方の検討 

 と、口頭指導マニュアル 

 の作成 

第８次報告 

 
（平成12年1月） 

３  緊急度識別のフローチャート活用のため聴取要領を作成し精

度の高い緊急度識別ができる体制の確立 

 緊急度識別フローチャー 

 トの実効性を検証 

１  新たな消防救急システムの構築について 

（横浜方式として、消防局指令室に救急医と救急救命士からな

る救急管制チームを編成し、119番受信時に相談と救急出場要請

に分類して対応するとともに、出場にあたっては緊急度を識別

して、程度に応じた救急対応を図る体制） 

 システム構築を目指し、

引き続き所要の検証、検討

を実施 

 

  

 

 

 

 第９次報告 

 

（平成16年 

12月） 

２  救急業務に係る費用負担のあり方について 

（救急業務に該当しない救急事案に対し、市民等に費用負担を

求めることの是非） 

 検討すべき時期にはき

ているものの、具体化は時

期尚早、積極的な広報を実

施すると共に課題の解決

に向け引き続き検討 

１ 救急体制の将来像について 

(緊急度・重症度識別の具体化と安全管理局指令室の機能強化

を図るとともに、緊急度・重症度が高い傷病者に対する消防隊

等と救急隊の連携活動と不適正な救急要請事案への対応） 

 平成18年6月1日から消

防隊等と救急隊との連携

による救急活動を実施 

 

 

 

 第10次報告 

 

（平成18年 

3月） 

２ 転院搬送のあり方 

（医療機関・医師との「転院搬送の要件」に関する合意形成と

その周知を図るとともに、患者等搬送事業者の活力促進・搬送

体制の充実） 

 転院搬送ガイドライン

を作成し各医療機関への

周知を実施 

１  不適正な救急事案への対応について 

（救急車の適正に関する「市民啓発の再徹底」、小、中学校段

階を含めた「教育の充実」、医療機関情報・民間救急情報の提

供や相談応需など「新たな救急サービスの構築」の実現と併せ

、市民とともに問題点の共有化を図り、コンセンサスを得なが

ら「横浜市救急に関する総合条例を制定」） 

第11次報告 

 

（平成18年 

11月） 

２  救急の有料化について 

現時点では救急車の有料化は不適当であり、「不適正な救急事

案への対応」により、問題の解決を図るべきである。 

 

「横浜市における救急

総合条例制定検討会」を

立ち上げ、検討を実施 

 

平成 19 年 12 月「横浜市

救急条例」を制定 
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提    言    事    項 事 業 化 等 

１  

緊急度・重症度識別のさらなる精度の向上及び新救急システム

導入による効果について 

運用開始後も継続的にデータを蓄積し、検証を重ねて最新のプ

ロトコルに更新していく体制の構築。 

新救急システムの導入による効果を検証する体制の整備。 

２  

新救急システムに関する市民へのさらなる協力依頼について 

高齢化がさらに進展することにより今後も緊急度重症度の高

い救急要請が多数あると考えられることから、適正な救急要請

及び応急手当普及等の啓発、広報の実施 

第12次報告 

 

（平成 21年 

３月） 

３  

医療と消防機関の連携強化について 

救急搬送時の受入医療機関の選定困難事案の解消についての

検討 

 

 

 

横 浜 市 メ デ ィ カ ル コ

ン ト ロ ー ル 協 議 会 に

お いて検 証  

 

 

各 消 防 署 と 地 域 医 療

機 関 と の 連 絡 会 等 を

実 施  

１  

「救急隊による傷病者の観察基準」、「搬送先医療機関の選定基

準」及び「搬送先医療機関への伝達基準」 

救急搬送・受入れの円滑な実施 

２  

救急隊と医療機関相互の正確な情報共有 

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した救急業務の推進 

横浜市メディカルコントロール協議会の協力を得て検証・分析

の実施 

第13次報告 

 

（平成 23年 

３月） 

３  

広報活動の強化 

市民の応急手当の一層の普及啓発 

救急隊の活動及び救急車の適正利用についての市民への理解 

消 防 法 の 一 部 改 正 に

伴 う 観 察 ・ 選 定 ・ 伝

達 基準の 策定  

平 成 23 年 ４月か ら正

式 運用開 始  
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まとめ 

横浜市における救急出場件数は平成 17年まで増加を続けた後、平成 20年までの３年間

は年々減少したが、平成 21年からは再び増加に転じ、平成 24年中の救急出場件数は過去

最多となった。 

今後、高齢化の進展に伴い、救急需要の増加が予測される中で、真に医療機関への緊急

搬送が必要な人が救急車を利用できるよう、市民一人ひとりの理解を求める啓発活動を強

化していくことが重要である。 

今回の提言は、今後の救急体制を向上・推進していくために重要なものであり、その実

現に向けて社会全体の理解と協力が不可欠なものであるとするものである。 

喫緊の課題である救急体制の強化について積極的な推進を図るとともに、市民に対して、

救急現場の実態などの理解を求めるための施策が重要であることを改めて強調し、まとめ

とする。 
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開催状況 

 
◆ 平成 24 年２月１日 ＜第１回＞ 

  議題１：委員長・副委員長の選任 

  議題２：今期の検討事項について 

     (1) 横浜市救急業務委員会過去の審議事項等について 

     (2) 横浜市の概況等及び救急搬送の現状と課題等 

     (3) 検討項目及びスケジュール（案） 

     (4) 今期の検討事項 

       ・検討の方向性について（案） 

       ・救急運用体制のイメージ（案） 

  議題３：横浜型救急システムのについて 

  議題４：転院搬送ガイドラインについて 

◆ 平成 24 年３月 19日 ＜第２回＞ 

  議題１：怪我の予防と家庭における緊急度等の判断について 

     (1) 第１回 横浜市救急業務委員会発言要旨 

     (2) 救急搬送データ 

     (3) 家庭における緊急度等の判断について（国の動向） 

     (4) 中間報告（案）について 

  議題２：横浜型救急システムの運用の見直しについて 

  議題４：転院搬送ガイドラインについて 

平成 23 年度 
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◆ 平成 24 年８月 22 日 ＜第１回＞ 

  議題１：怪我の予防と家庭における緊急度等の判断について 

   ＜経過報告等＞ 

     (1) 平成 24年上半期救急概要（速報） 

     (2) 平成 23年度の資料要旨 

     (3) 中間報告 

     (4) 緊急度判定体系実証検証事業の参加いついて 

   ＜検討課題＞ 

     (5) 今後の取組について 

  議題２：「横浜型救急システム」の運用状況について 

◆ 平成 24 年 12 月 19日 ＜第２回＞ 

  議題１：怪我の予防と家庭における緊急度等の判断について 

   ＜経過報告等＞ 

     (1) 平成 24年度第１回発言要旨（統計データ関係） 

   ＜検討課題＞ 

     (2) 怪我の予防について 

      ア 第１回発言要旨（広報用資料関係）及び広報用資料案 

      イ 広報・啓発及び関係機関等との連携・強化案 

     (3) 家庭における緊急度等の判断について 

      ア 緊急度判定体系実証検証事業について 

      イ 国の動向及びセーフティネット案 

  議題２ 「横浜型救急システム」の運用状況について 

平成 24 年度 
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  議題３ 第 14次報告案について 

◆ 平成 25 年３月 日 ＜第３回 書面審議＞ 

  議題１：第 14 次報告案について 
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